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期日前投票制度
投票日当日に、仕事、レジャーや冠婚葬祭等で投票に行けな

い方は、期日前投票制度をご利用ください。告示日の翌日（５
月29日）から、期日前投票をすることができます。詳しくは、
お近くの市町村選挙管理委員会までお問い合わせください。


